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働き続ける高齢者を取り巻く社会保険の変化について 
今回のあおぞらレターでは、働き続ける高齢者を取り巻く社会保険関連の動向についてご案内いた
します。国は労働⼒確保のため、60 歳以降も高齢者が働きやすくなるように様々な施策を⾏って
きています。企業が雇用する 60 歳以降の高齢者の処遇を考える際に、本人の収入に影響する社会
保険のうち、近年変更があったものから、今後変更するものまでをまとめてご案内いたします。 

詳細やご不明な点は弊所までお問い合わせください。社会保険労務⼠事務所あおぞらコンサルティング TEL︓03-3526-4277 

担当︓加藤 
 

 
●65 歳以降も雇⽤保険への加⼊義務付け（2017 年 1 ⽉〜） 
 65 歳以降、新たに就労した場合でも雇用保険の被保険者になります。 
 
●65 歳以降で複数の事業所に雇⽤される労働者の加⼊特例 

（マルチジョブホルダー制度）（2022 年 1 ⽉〜） 
 ２つの事業所（週所定 5 時間以上等）と労働時間を合計して、雇用保険の加入要件を満たした場合に 

本人がハローワークに申し出ると雇用保険の被保険者になります。 
 
 
 
●高年齢雇⽤継続給付の給付率縮⼩（2025 年 4 ⽉〜） 
 高年齢雇用継続給付の給付率が現在の最大 15％から 10％に縮⼩されます。2025 年 4 ⽉以降は、 
 60 歳以降の賃⾦を 60 歳時点の賃⾦と⽐較し 61％未満の場合に、給付⾦は 60 歳以降に⽀給される 
 賃⾦の 10％となります。 

雇⽤保険関連 

※65 歳以降に雇用保険に加入した場合でも、高年齢求職者給付⾦に加え、教育訓練給付、介護休業
給付等の給付の対象となります。 

厚⽣年⾦関連 

●60 歳代前半（60〜64 歳）の在職⽼齢年⾦制度の⾒直し（2022 年 4 ⽉〜） 
 60 歳代前半（60〜64 歳）で厚⽣年⾦に加入し年⾦を受給している場合、65 歳以降と同様に年⾦と賃⾦の合 
 計額が「47 万円」（2022 年 4 ⽉現在）を上回ると年⾦が減額されるように改定されました。 
 従前は、60 歳代前半の場合に年⾦と賃⾦の合計が「28 万円」を上回ると年⾦が減額されていました。 

●在職定時改定の導⼊（2022 年 4 ⽉〜） 
 65 歳以降も⽼齢厚⽣年⾦を受給しながら厚⽣年⾦に加入している場合、 
 毎年 10 ⽉に加入期間に応じて受け取る年⾦額が増額される仕組みに 
 なりました。（70 歳まで） 

従前は、会社を退職しないと年⾦額が改定されませんでした。 

その他 

●年⾦の受給開始上限年齢が拡大しました。（2022 年 4 ⽉〜） 
 従前は、繰り下げ可能な年齢は 70 歳まででしたが、75 歳まで可能となりました。

●国は 65 歳以降の高齢者を雇い続ける企業に対して、 
 「65 歳超雇用推進助成⾦（2022 年現在）」などの助成⾦を⽀給し、 
 継続雇用を促進しています。 


